成果有体物提供契約書

国立大学法人神戸大学（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、甲が保有する成果有体物を乙に提供するにあたり、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（項目表）
	１．原成果有体物整理番号
	ＭＴ２－

	２．原成果有体物名称
	

	３．甲創出者（部署・職・氏名）
	

	４．提供量
	

	５．乙研究目的
	

	６．乙研究内容
	

	７．乙研究施設
	

	８．乙使用者（部署・職・氏名）
	

	９．有効期間
	契約締結日　から　　　年　　月　　日　まで

	１０．契約終了時の取扱い
	☐返還
☐廃棄

	１１．提供対価
	円（消費税別）

	１２．本成果の報告義務
	本契約終了後３年間

	１３．秘密保持義務
	本契約終了後３年間




本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各１通を保有する。

２０２　年　　月　　日

甲　兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号
国立大学法人神戸大学
契約担当役　理事　森山　睦

乙　



（定義）
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、以下の定義によるものとする。
（１）「原成果有体物」とは、本契約に基づき甲が乙に提供する成果有体物をいう。
（２）「改変物」とは、原成果有体物に改変或いは修飾を加えることにより得られたもので、原成果有体物に固有の機能的要素或いは構成成分を備えたものをいう。
（３）「本成果有体物」とは、「原成果有体物」及び「改変物」をいう。

（提供及び使用）
第2条 甲は、本契約の締結後速やかに、項目表2.に掲げる原成果有体物について、項目表4.に掲げる提供量を、乙に提供する。ただし、提供に要する諸費用（梱包、運送料等）は乙の負担とする。
２　乙は、原成果有体物を受領後、速やかに受領書（電磁的記録を含む。）を甲に送付するものとする。
３　乙は、甲から提供を受けた原成果有体物について、項目表5.から9.までに掲げる研究目的、研究内容、研究施設、使用者及び有効期間において使用するものとし、当該研究目的以外のいかなる目的にも使用してはならない。
４　乙は、原成果有体物が研究を目的としたものであり、その特性等につき全てが確認されている訳ではないことから、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行うものとする。
５　乙は、本成果有体物を人体に対して使用してはならない。

（対価の支払い及び費用負担）
第３条　甲は、本契約の締結後速やかに、項目表11.に掲げる提供対価に係る請求書を乙に発行するものとする。
２　乙は、当該請求書受領月の翌月末までに当該提供対価を納付しなければならない。なお、当該振り込みに係る手数料は乙が負担するものとする。
３　乙は、所定の納付期限までに当該提供対価を納付しないときは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、その未納額に国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率により計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、甲が責めを負うべき理由により、原成果有体物の提供が遅延する場合、当該提供対価の納付期限は、原成果有体物の受領日の翌月末日まで延長されるものとする。
４　甲は、本条の定めに従って乙から甲に支払われた金員について、その理由を問わず一切返還の義務を負わないものとする。

（第三者への提供制限）
第４条　乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本成果有体物を項目表7.に掲げる乙の研究施設から外に持ち出してはならず、またその全部又は一部を第三者に提供又は譲渡してはならない。

（法令順守）
第５条　乙は、本成果有体物の使用に際し、関連する我が国の法令及びガイドライン等によって認められる範囲内の研究環境及び実験条件、国の諸法規、国又は公的機関の定める規制及び指針、並びに公序良俗に従って本成果有体物を取り扱うものとする。
２　乙は、本成果有体物及びそれに係る情報が、外国為替及び外国貿易法、並びにこれに基づく命令、通達等で規制されていることを認識し、当該法令等を順守する責任を負うものとする。

（権利帰属）
第６条　本成果有体物、及び改変物に含有される非改変派生物に係る所有権は甲に帰属し、本契約に基づく原成果有体物の提供は、かかる所有権及び知的財産権をはじめとする一切の権利についての移転又は許諾を伴うものではない。

（成果の帰属）
第７条　乙は、本成果有体物を使用して新たな研究成果（以下「本成果」という。）が得られたときは、速やかにその内容の詳細を甲に文書で報告するものとする。なお、本条項に基づく本成果の報告は、項目表12.に掲げる期間行うものとする。
２　本成果に基づき発明等がなされた場合、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについては、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

（成果の公表）
第８条　乙は、本成果について、論文又は学会等により、公表することができるものとする。ただし、公表に際し、乙は、事前に書面にて甲に通知するものとし、原成果有体物は甲から提供されたものである旨を明示するものとする。

（成果の利用）
第９条　乙は、本成果を営利目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に通知し、その利用に関する対価等の取扱いについて甲と協議するものとする。

（秘密保持）
第１０条　乙は、事前の書面による甲の承諾を得た場合を除き、本契約締結の事実及び内容、本契約に基づき甲から提供又は開示された原成果有体物に係る情報を、秘密として保持し、項目表8.に掲げる使用者、並びに、本契約を遂行する上において必要最小限の乙の役員及び職員（以下「秘密情報受領者」という。）のみに開示することができるものとし、それ以外の乙の役員及び職員、並びに、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することを客観的に立証できる情報については、この限りではない。
（１）甲から提供又は開示を受けた際、既に公知であった情報
（２）甲から提供又は開示を受けた後、自己の責めに因らずして公知となった情報
（３）甲から提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
（４）正当な権原を有する第三者から適法に取得した情報
（５）甲から提供又は開示を受けた情報に依ることなく、独自に開発・取得した情報
（６）裁判所の命令又は法律の規定に基づき、開示が強制されたもの
（７）書面により事前に甲の同意を得た情報
２　乙は、秘密情報受領者に対し、本契約において自らが負うと同等の秘密保持義務を負わせるものとし、当該秘密情報受領者がその所属を離れた後も含めて、当該義務の履行についてすべての責を負うものとする。
３　本条の規定は、項目表13.に掲げる期間有効とする。

（保証・賠償）
第１１条　甲は、乙に対して、原成果有体物の品質、性能、安全性、及び適合性を保証せず、また、乙による本成果有体物の使用が、知的財産権を含めて第三者の権利を侵害しない旨の保証をしない。
２　甲は、乙の本成果有体物の使用・移動・保管・廃棄等によって発生したいかなる結果についても一切その責任を負わず、また、乙及び第三者のいかなる損害についても、一切その責任及び損害賠償義務（直接損害、間接損害を問わない。）を負わない。

（成果有体物及び情報の処分等）
第１２条　乙は、項目表9.に掲げる有効期間が終了したときは、本成果有体物の機密性の保持及び安全性の確保に十分に配慮した方法で、乙の責任及び費用負担において、本成果有体物を項目表10.に掲げるとおり取り扱うものとする。また、乙は、本契約に基づき甲から提供又は開示された原成果有体物に係る情報を、甲の指示に従って、返還又は廃棄するものとする。

（有効期間）
第１３条　本契約は、項目表9.に掲げる期間有効とする。
２　前項の規定にかかわらず、第７条から第１０条まで及び第１２条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効とし、第６条、第１１条及び第１４条の規定は、本契約の有効期間終了後も有効に存続するものとする。

（合意管轄）
第１４条　本契約に関する訴訟については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議）
第１５条　本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

（本頁、以下余白）
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